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 J-COF Direct（平成 20年 6月 16日発行） 
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こんにちは。 
カーボン・オフセットフォーラム(J-COF)事務局です。 
本日は環境省からカーボン・オフセットに係る報道発表が 2件ありましたので、 
お伝えいたします。 
 
本日現在「J-COF Direct」の登録者数は 500名を超え、当フォーラムの HP 
http://www.j-cof.org/ 
へのアクセス数も上昇しつつあります。Webページの内容の充実を急ぎ、 
皆様のお役に立てる情報提供を目指したいと考えております。 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇お知らせ <1> 
平成 20年度カーボン・オフセットモデル事業計画設計調査の募集について（お知らせ） 
――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9834 
 
○環境省では、低炭素社会へと転換する上で重要な手段の一つであるカーボン・オフセッ

トの取組を普及・促進するため、平成 20年 2月 7日に「我が国におけるカーボン・オフセ
ットのあり方について（指針）」を取りまとめるとともに、平成 20 年度事業として本事業
を実施することとしました。 
 
○具体的には、応募事業者にカーボン・オフセットの取組に関する事業計画を設計してい

ただき、専門家からのアドバイスを踏まえてよりよいものとすること等により、カーボン・

オフセットの取組が普及することを目的として、カーボン・オフセットモデル事業計画設

計調査を募集いたします。（募集期間：平成 20年 6月 16日（月）～平成 20年 7月 4日（金）） 
 
１． 事業内容 
 応募事業者には、カーボン・オフセットの取組に関する事業計画を設計していただきま

す。採択された場合には、事業計画について、他のモデルとなるよう、第三者委員会によ

る指摘をいただきながら、事業者の方々と議論をさせていただきたいと考えます。 
 また、採択された事業計画については、別途カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）



が開催する「透明性の確保、第三者認定及びラベリングに関するワークショップ」におけ

る検討を踏まえて環境省が作成するカーボン・オフセットに対する第三者機関による認定

スキームに基づき、試験的に第三者認定を行わせていただく場合があります。 
 なお、事業結果については、排出量の算定方法やバウンダリの事例として参考にさせて

いただくとともに、別途検討している透明性の確保・第三者認定の検討にも活用させてい

ただく予定です。 
 
２． 応募資格 
 民間企業、民間法人、特定営利活動法人（NPO）、地方公共団体等 
 
３． 募集期間 
 平成 20年 6月 16日（月）～平成 20年 7月 4日（金）  
 
４． 募集窓口  
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 
環境・エネルギー部 担当：竹田・平塚・小沼・峰島 
ＴＥＬ：03-6711-1243 ＦＡＸ：03-6711-1289 
電子メールアドレス：offset@murc.jp  
 
５． 募集詳細 
http://www.murc.jp/carbon_offset/ 
および 
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11598&hou_id=9834 
をご参照ください。 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◇お知らせ <2> 
国内排出削減プロジェクトからのＶＥＲ認証・管理試行事業及び我が国におけるカーボ

ン・オフセットの取組に係る第三者認定試行事業の実施について(お知らせ) 
――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9842 
 
 環境省では、カーボン・オフセットの取組の更なる推進のために、国内排出削減プロジ

ェクトからのＶＥＲ（Verified Emission Reduction）認証・管理試行事業及びカーボン・
オフセットの取組に係る第三者認定試行事業を実施します。  



 
１．背景 
 カーボン・オフセットの取組は、京都議定書第一約束期間の開始、洞爺湖サミットの開

催といった我が国の地球温暖化対策に対する認識の高まりの中で、市民、企業、NPO/NGO、
自治体、政府等の主体的な排出削減対策を促進するための重要な取組として注目を集め、

民間事業者や地方自治体による取組も急速に増えつつあります。 
 一方、カーボン・オフセットの取組をさらに促進していくためには、透明性の確保や信

頼性の構築といった課題もあり、カーボン・オフセットの取組に関する情報提供のあり方

や第三者認定、ラベリングのスキームを早急に構築する必要があります。 
 また、カーボン・オフセットの取組を実施する市民、企業等からは、同じ排出削減プロ

ジェクトへの投資であれば、海外における排出削減プロジェクトだけでなく、国内におけ

る排出削減プロジェクトに投資をしたいという声も強くなってきています。 
 
２．国内排出削減プロジェクトからの VER認証・管理試行事業 
高知県では、平成 19年度から「排出量取引地域モデル事業」を企画・立案・推進しており、
環境省も同事業の専門委員会に委員として参画しています。この事業は、高知県の民有林

から出る間伐材を石炭の代替燃料として活用する国内排出削減プロジェクトであり、京都

議定書に規定するクリーン開発メカニズム（CDM）に準拠した制度設計を行っています。  
2008年夏を目途に、既に第 1回検討会において議論された海外の自主的な排出削減・吸収
量認証スキームの事例を参照しつつ、本事業をモデルとし、国内排出削減プロジェクトか

らの VER認証基準や管理のあり方を策定します。  
この VER認証基準の策定に当たっては、環境省が 2005年から実施してきた自主参加型国
内排出量取引制度（JVETS）により蓄積した排出量のモニタリング・報告等や登録簿の運
営・管理のノウハウを基礎として活用します。  
また、夏以降、他の国内排出削減プロジェクトについても広く公募し、環境省、有識者及

びカーボン・オフセットフォーラム（J-COF：（社）海外環境協力センター（OECCに事務
局））が協力して試行的認証を実施します。  
 
３．我が国におけるカーボン・オフセットの取組に係る第三者認定試行事業の実施 
高知県の「排出量取引地域モデル事業」から生成される VERについては、株式会社ルミネ
の事業活動の一部をオフセットするのに用いられることとなっています。  
2008年夏を目途に、本事業をモデルとし、カーボン・オフセットの取組に係る第三者認定、
ラベリングのスキームを策定します。  
また、夏以降、本日付で別途公募を開始した「カーボン・オフセットモデル事業計画設計

調査」で採択した事業者について、環境省、有識者及びカーボン・オフセットフォーラム

（J-COF）が協力して試行的認定を実施します。 



 
（参考資料） 
VERの認証・発行スキームのイメージ 
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11605&hou_id=9842 
 
当フォーラムパンフレット 
http://www.j-cof.org/document/offset4business.pdf 
 
 
◆メールマガジン・その他問い合わせは、事務局までメールにてご連絡ください。 
info@j-cof.org  
 
◆メール配信停止ご希望の方は以下のアドレスをクリックしてください。 
##__CANCEL_URL__## 
 
 
▼カーボン・オフセットフォーラムへのお問い合わせはこちら▼ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ■□発行・編集□■ 
 カーボン・オフセットフォーラム(J-COF)事務局 
（社）海外環境協力センター（OECC)  
 〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-8 芝公園アネックス 7階  
 TEL 03-5776-0402 / FAX 03-5472-0145  
 URL http://www.j-cof.org / e-mail info@j-cof.org  
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